
特定退職金共済制度給付額の改定について 

 

現在の金融･経済環境を踏まえ、将来に渡って安定した制度の健全性を維持していく観点か

ら、この度、当所が実施する特定退職金共済制度の給付額を改定することといたしました。 

共済契約者の皆様におかれましては、何卒、ご理解を賜わりますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

給付額改定日    令和 ４ 年 ２ 月 １ 日 

 

変更後の給付額    別紙記載の通り 

※ 制度改定日以前に積み立てられた金額についての変更はございません。 

以上 

 


